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マイクロチップによる動物個体登録事業の円滑な推進について 

 

本年６月 1日付けで、動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律（令

和元年６月 19日法律第 39号）が完全施行され、販売用の犬猫へのマイクロチップの

装着・登録が義務化されます。本会は指定登録機関として登録関係事務を担うことと

されております。地方獣医師会及び会員構成獣医師の皆様におかれましては、法に基

づく登録の円滑な推進につき、ご協力の程よろしくお願いいたします。 

一方、本会がこれまで動物適正管理個体識別登録等普及推進事業として実施してき

た個体登録事業（ＡＩＰＯ）については、引き続き民間ベースの事業として継続実施

いたします。ＡＩＰＯの登録は法定登録と異なり、以下の利点があります。 

 

（１） 獣医師やペットショップ等による幅広い登録支援が可能  

（２） 獣医師による飼い主情報等の検索が可能 

（３） ワクチン履歴や診療の記録などの付加価値サービスの提供が可能 

 

つきましては、小動物臨床に従事されている会員構成獣医師をはじめ、関係者にあ

らためて周知いただき、今後ともＡＩＰＯへの登録の推進にご理解とご協力を頂きま

すようよろしくお願いいたします。 
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